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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ステアリングに設けられ、検出面上における手または指の動きを検出する物体検出セン
サと、
　前記ステアリングの舵角を検出する舵角検出部と、
　手または指の動きの軌跡で構成されるジェスチャーとそれに対応するクラクションの出
力態様を記憶したジェスチャー記憶部と、
　前記物体検出センサによって検出した手または指の動きの軌跡を、前記舵角検出部にて
検出した舵角の分だけ回転させる補正をしてユーザが入力したジェスチャーを特定し、特
定したジェスチャーに対応するクラクションの出力態様を前記ジェスチャー記憶部から読
み出すジェスチャー検知部と、
　前記クラクションの出力態様でクラクションの出力を制御するクラクション制御部と、
　を備えるクラクション発生装置。
【請求項２】
　前記物体検出センサは、非接触式のセンサである請求項１に記載のクラクション発生装
置。
【請求項３】
　前記物体検出センサの検出面は、エアバックの展開時に破断するフィルムによって構成
されている請求項１または２に記載のクラクション発生装置。
【請求項４】
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　前記クラクションの出力態様は、クラクションの音量、音色または指向性の出力態様で
ある請求項１乃至３のいずれかに記載のクラクション発生装置。
【請求項５】
　エアバック展開指示部からエアバック展開制御部へ送信されるエアバックの展開指示を
中継するエアバック展開指示受信部と、
　前記エアバック展開指示を受信したときに、前記物体検出センサが検出面上に手または
指があるか否かを判定し、手または指がないと判定したときに直ちに前記エアバック展開
制御部へエアバック展開指示を送信し、手または指があると判定したときに手または指が
検出されなくなるか、または所定時間が経過するまで待って前記エアバック展開制御部へ
エアバック展開指示を送信するエアバック遅延発生部と、
　を備える請求項１乃至４のいずれかに記載のクラクション発生装置。
【請求項６】
　前記ステアリングに、ジェスチャー入力の開始を指示する開始ボタンを備え、
　前記ジェスチャー検知部は、前記開始ボタンによる指示後に前記物体検出センサによっ
て検出した手または指の動きに基づいてジェスチャーを検知する請求項１乃至５のいずれ
に記載のクラクション発生装置。
【請求項７】
　ユーザの音声を認識し、認識したデータをジェスチャー検知部に入力する音声認識制御
部を備え、
　前記ジェスチャー検知部は、前記音声認識制御部により認識したデータが所定の言葉で
あるときに、前記物体検出センサによって検出した手または指の動きに基づいてジェスチ
ャーを検知する請求項１乃至５のいずれに記載のクラクション発生装置。
【請求項８】
　前記ジェスチャー記憶部は、前記所定の言葉と前記ジェスチャーとの組み合わせに対応
するクラクションの出力態様を記憶し、
　前記ジェスチャー検知部は、ユーザが入力したジェスチャー及び音声に対応するクラク
ションの出力態様を前記ジェスチャー記憶部から読み出す請求項７に記載のクラクション
発生装置。
【請求項９】
　ステアリングに設けられ、検出面上における手または指の動きを検出する物体検出セン
サと、
　前記ステアリングの舵角を検出する舵角検出部と、
　手または指の動きの軌跡で構成されるジェスチャーとそれに対応する入力内容を記憶し
たジェスチャー記憶部と、
　前記物体検出センサによって検出した手または指の動きの軌跡を、前記舵角検出部にて
検出した舵角の分だけ回転させる補正をしてユーザが入力したジェスチャーを特定し、特
定したジェスチャーに対応する入力内容を前記ジェスチャー記憶部から読み出すジェスチ
ャー検知部と、
　前記入力内容に対応する信号を出力する出力部と、
　を備える乗物用入力装置。
【請求項１０】
　ステアリングに設けられた物体検出センサによって、その検出面上における手または指
の動きを検出するステップと、
　舵角検出部にて前記ステアリングの舵角を検出するステップと、
　前記物体検出センサによって検出した手または指の動きの軌跡を、前記舵角検出部にて
検出した舵角の分だけ回転させる補正をしてユーザが入力したジェスチャーを特定するス
テップと、
　手または指の動きの軌跡で構成されるジェスチャーとそれに対応するクラクションの出
力態様を記憶したジェスチャー記憶部から、ユーザが入力したジェスチャーに対応するク
ラクションの出力態様を読み出すステップと、
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　読み出した出力態様でクラクションの出力を制御するステップと、
　を備えるクラクション発生方法。
【請求項１１】
　クラクションの出力を制御するためのプログラムであって、コンピュータに、
　ステアリングに設けられた物体検出センサから、その検出面上における手または指の動
きのデータを受信するステップと、
　舵角検出部から、前記ステアリングの舵角のデータを受信するステップと、
　前記物体検出センサから受信した手または指の動きの軌跡を、前記舵角検出部から受信
した舵角のデータの分だけ回転させる補正をしてユーザが入力したジェスチャーを特定す
るステップと、
　手または指の動きの軌跡で構成されるジェスチャーとそれに対応するクラクションの出
力態様を記憶したジェスチャー記憶部から、ユーザが入力したジェスチャーに対応するク
ラクションの出力態様を読み出すステップと、
　読み出した出力態様でクラクションの出力を制御するステップと、
　を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乗物内の様々な電子システムを制御するために、乗員からの入力を受け付け
る乗物用入力装置に関し、特に、クラクションの出力を制御する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ハイブリッド車および電気自動車の急速な技術開発が進んでおり、その普及も進
んでいる。ハイブリッド車や電気自動車は走行時の騒音が小さいため、歩行者による車両
の認知が遅れるという危険性が指摘されている。このため、歩行者に対して車両の接近を
報知するために、クラクションが用いられることがある。
【０００３】
　従来の一般的なクラクションは、単純な電気接点によりオンとオフを切り替える構成を
有している。従って、使用者は押す時間の長さを調節することしかできなかった。
【０００４】
　また、一般的なクラクションの他に、例えば、特許文献１に示されているような、指向
性を持ったクラクションも知られている。特許文献１に記載された装置は、歩行者センサ
によって歩行者の位置を特定し、特定された歩行者に対してのみ警告音を発する構成を備
えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－３２０４７２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の一般的なクラクションでは、使用者は押す時間の長さを調節することしかできな
いため、状況に合わせてクラクションの音質を変えることができなかった。
【０００７】
　また、特許文献１の指向性を持つクラクションについては、警告の対象に対してのみク
ラクションを発することができるという効果があるが、装置によって特定された歩行者の
方向にクラクションを発するだけであり、使用者がクラクションを発する方向を指定する
インターフェースを備えてはいない。
【０００８】
　本発明は、上記背景に鑑み、簡単な操作によって、クラクションの音量、音色、指向性
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などを変化させることができるクラクション発生装置を提供することを目的とする。
【０００９】
　また、クラクション発生装置等のような車両搭載機器に対する指示を簡単に入力するこ
とができる乗物用入力装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のクラクション発生装置は、ステアリングに設けられ、検出面上における手また
は指の動きを検出する物体検出センサと、前記ステアリングの舵角を検出する舵角検出部
と、手または指の動きの軌跡で構成されるジェスチャーとそれに対応するクラクションの
出力態様を記憶したジェスチャー記憶部と、前記物体検出センサによって検出した手また
は指の動きの軌跡を、前記舵角検出部にて検出した舵角によって補正してユーザが入力し
たジェスチャーを特定し、特定したジェスチャーに対応するクラクションの出力態様を前
記ジェスチャー記憶部から読み出すジェスチャー検知部と、前記クラクションの出力態様
でクラクションの出力を制御するクラクション制御部とを備える。前記物体検出センサは
、非接触式のセンサであってもよい。
【００１１】
　この構成により、ステアリングに設けられた物体検出センサに対して、手または指によ
るジェスチャーによって指示を入力することにより、クラクションをオン・オフするだけ
ではなく、その出力態様を制御することができる。また、物体検出センサはステアリング
に設けられており、これに対してジェスチャーを入力するだけなので、乗物の運転中に、
前方から目を逸らすことなく、操作することが可能である。また、物体検出センサにて検
出した手または指の軌跡をステアリングの舵角によって補正することにより、ステアリン
グの舵角によらず、ユーザの入力したジェスチャーを適切に検知することができる。ここ
で、手または指の軌跡をステアリングの舵角によって補正するとは、入力された軌跡をス
テアリングの舵角分だけ同方向に回転することである。
【００１２】
　本発明のクラクション発生装置において、前記物体検出センサの検出面は、エアバック
の展開時に破断するフィルムによって構成されていてもよい。これにより、物体検出セン
サがエアバックの展開の妨げになることがない。
【００１３】
　本発明のクラクション発生装置において、前記クラクションの出力態様は、クラクショ
ンの音量、音色または指向性の出力態様であってもよい。この構成により、例えば、警告
をしたい場合や、お礼を言いたい場合など、伝えたい内容に応じてクラクションの音量、
音色または指向性を変えて、周囲の車や通行人に対して、適切なコミュニケーションを行
うことができる。
【００１４】
　本発明のクラクション発生装置は、エアバック展開指示部からエアバック展開制御部へ
送信されるエアバックの展開指示を中継するエアバック展開指示受信部と、前記エアバッ
ク展開指示を受信したときに、前記物体検出センサが検出面上に手または指があるか否か
を判定し、手または指がないと判定したときに直ちに前記エアバック展開制御部へエアバ
ック展開指示を送信し、手または指があると判定したときに手または指が検出されなくな
るか、または所定時間が経過するまで待って前記エアバック展開制御部へエアバック展開
指示を送信するエアバック遅延発生部とを備えてもよい。
【００１５】
　このように物体検出センサの検出面上に手や指があるときにはエアバックの展開を所定
時間遅延させることにより、手や指が顔にあたって、それが原因で怪我をするという事態
を回避することができる。なお、エアバックの展開を遅延させる時間は、エアバック本来
の機能を妨げないような時間とし、例えば、数ｍｓ～数十ｍｓとする。
【００１６】
　本発明のクラクション発生装置は、前記ステアリングに、ジェスチャー入力の開始を指
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示する開始ボタンを備え、前記ジェスチャー検知部は、前記開始ボタンによる指示後に前
記物体検出センサによって検出した手または指の動きに基づいてジェスチャーを検知して
もよい。
【００１７】
　この構成により、ユーザが意図しないで検出面上で手や指を動かした場合に、クラクシ
ョンが誤動作するという不都合を防止することができる。
【００１８】
　本発明のクラクション発生装置は、ユーザの音声を認識し、認識したデータをジェスチ
ャー検知部に入力する音声認識制御部を備え、前記ジェスチャー検知部は、前記音声認識
制御部によりデータが所定の言葉であるときに、前記物体検出センサによって検出した手
または指の動きに基づいてジェスチャーを検知してもよい。
【００１９】
　この構成により、ユーザが意図しないで検出面上で手や指を動かした場合に、クラクシ
ョンが誤動作するという不都合を防止することができる。また、ジェスチャーの認識の開
始指示を音声で行えるので、迅速にジェスチャー入力を開始できる。
【００２０】
　本発明のクラクション発生装置は、前記ジェスチャー記憶部は、前記所定の言葉と前記
ジェスチャーとの組み合わせに対応するクラクションの出力態様を記憶し、前記ジェスチ
ャー検知部は、ユーザが入力したジェスチャー及び音声に対応するクラクションの出力態
様を前記ジェスチャー記憶部から読み出してもよい。
【００２１】
　このようにジェスチャーに加えて言葉を用いてクラクションの出力態様を決定すること
により、より多くの出力態様に対応することができる。クラクションの出力態様の種類が
決まっている場合には、ジェスチャーの判定基準として、違いの大きいジェスチャーを用
いることができ、ジェスチャーの判定を適切に行うことができる。
【００２２】
　本発明の乗物用入力装置は、ステアリングに設けられ、検出面上における手または指の
動きを検出する物体検出センサと、前記ステアリングの舵角を検出する舵角検出部と、手
または指の動きの軌跡で構成されるジェスチャーとそれに対応する入力内容を記憶したジ
ェスチャー記憶部と、前記物体検出センサによって検出した手または指の動きの軌跡を、
前記舵角検出部にて検出した舵角によって補正してユーザが入力したジェスチャーを特定
し、特定したジェスチャーに対応する入力内容を前記ジェスチャー記憶部から読み出すジ
ェスチャー検知部と、前記入力内容に対応する信号を出力する出力部とを備える。
【００２３】
　この構成により、ステアリングに設けられた物体検出センサに対して手または指による
ジェスチャーで指示を入力することにより、前方から目を逸らすことなく、様々な内容の
入力を行うことができる。また、物体検出センサにて検出した手または指の軌跡をステア
リングの舵角によって補正することにより、ステアリングの舵角によらず、ユーザの入力
したジェスチャーを適切に検知することができる。ここで、手または指の軌跡をステアリ
ングの舵角によって補正するとは、入力された軌跡をステアリングの舵角分だけ同方向に
回転することである。
【００２４】
　本発明のクラクション発生方法は、ステアリングに設けられた物体検出センサによって
、その検出面上における手または指の動きを検出するステップと、舵角検出部にて前記ス
テアリングの舵角を検出するステップと、前記物体検出センサによって検出した手または
指の動きの軌跡を、前記舵角検出部にて検出した舵角によって補正してユーザが入力した
ジェスチャーを特定するステップと、手または指の動きの軌跡で構成されるジェスチャー
とそれに対応するクラクションの出力態様を記憶したジェスチャー記憶部から、ユーザが
入力したジェスチャーに対応するクラクションの出力態様を読み出すステップと、読み出
した出力態様でクラクションの出力を制御するステップとを備える。
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【００２５】
　本発明のプログラムは、クラクションの出力を制御するためのプログラムであって、コ
ンピュータに、ステアリングに設けられた物体検出センサから、その検出面上における手
または指の動きのデータを受信するステップと、舵角検出部から、前記ステアリングの舵
角のデータを受信するステップと、前記物体検出センサから受信した手または指の動きの
軌跡を、前記舵角検出部から受信した舵角のデータによって補正してユーザが入力したジ
ェスチャーを特定するステップと、手または指の動きの軌跡で構成されるジェスチャーと
それに対応するクラクションの出力態様を記憶したジェスチャー記憶部から、ユーザが入
力したジェスチャーに対応するクラクションの出力態様を読み出すステップと、読み出し
た出力態様でクラクションの出力を制御するステップとを実行させる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明は、ステアリングに設けられた物体検出センサに対して、手または指によるジェ
スチャーによって指示を入力することにより、クラクションをオン・オフするだけではな
く、その出力態様を制御することができるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】第１の実施の形態のクラクション発生装置の構成を示す図である。
【図２】（ａ）はステアリングの構成を示す図である。（ｂ）はステアリング中央部の構
成を示す図である。（ｃ）はステアリング中央部の裏側に取り付けられたエアバックモジ
ュールを示す図である。（ｄ）はステアリング中央部の裏側に非接触センサのフィルムを
貼り付けた構成を示す図である。（ｅ）及び（ｆ）は、検出電極の配設方法の他の例を示
す図である。
【図３】第１の実施の形態のジェスチャー記憶部に記憶されたデータの例を示す図である
。
【図４】（ａ）は舵角が０のときの非接触センサの座標系を示す図である。（ｂ）はステ
アリングが右側に角度θ°だけ回転しているときの非接触センサの座標系を示す図である
。
【図５】第１の実施の形態のクラクション発生装置のハードウェア構成を示す図である。
【図６】第１の実施の形態のクラクション発生装置の動作を示す図である。
【図７】（ａ）及び（ｂ）は、ユーザによって入力されるジェスチャーの例を示す図であ
る。
【図８】第２の実施の形態のクラクション発生装置の構成を示す図である。
【図９】第２の実施の形態のクラクション発生装置のエアバック展開指示の割り込み時の
動作を示す図である。
【図１０】第３の実施の形態のクラクション発生装置の構成を示す図である。
【図１１】第４の実施の形態のクラクション発生装置の構成を示す図である。
【図１２】第４の実施の形態のジェスチャー記憶部に記憶されたデータの例を示す図であ
る。
【図１３】第４の実施の形態のクラクション発生装置の動作を示す図である。
【図１４】（ａ）及び（ｂ）は、ユーザによって入力されるジェスチャーの例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態のクラクション発生装置について、図面を参照して説明する
。
（第１の実施の形態）
　図１は、第１の実施の形態のクラクション発生装置１の構成を示す図である。第１の実
施の形態のクラクション発生装置１は、ステアリング４０に設けられた非接触センサ１０
と、ステアリング４０の舵角を検出する舵角検出部１２と、ジェスチャーとそれに対応す
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るクラクションの出力態様を記憶したジェスチャー記憶部１４と、非接触センサ１０によ
って検出した手または指の動きからジェスチャーを特定してクラクションの出力態様を決
定するジェスチャー検知部１６と、クラクション４２の音量調節部１８、音色調節部２０
、指向性調節部２２と、クラクション４２を制御するクラクション制御部２４とを有して
いる。
【００２９】
　非接触センサ１０は、人体の部位（本実施の形態では手または指）の位置を検出するデ
バイスである。非接触センサ１０は、公知の静電容量式のセンサであり、非接触センサ１
０に配設されている検出電極において検出される静電容量値が、人体の部位の接近によっ
て変化することに基づいて、検出電極に対する人体の部位の位置を検出することができる
ように構成されているものである。非接触センサ１０は、人体の部位がセンサに直接触れ
ていなくとも、所定の距離内（非接触センサ１０が静電容量値の変化を検知できる範囲内
）にあれば、人体の部位を検出することが可能である。このようなセンサの詳細は、例え
ば、特開２０１２－２０８６８９号公報に記載されている。非接触センサ１０は、十分に
細かい時間間隔（10msec程度）で人体の部位の位置を検出することが可能であり、時系列
の位置情報を微分することによって、人体の部位の動く速度や方向を算出することができ
る。非接触センサ１０は、検出面が折り曲げ可能な樹脂製のフィルムによって構成されて
いる。
【００３０】
　図２（ａ）～図２（ｄ）を用いて、非接触センサ１０のステアリング４０への取り付け
について説明する。図２（ａ）はステアリング４０の構成を示す図、図２（ｂ）はステア
リング４０の中央部４０ａの構成を示す図、図２（ｃ）はステアリング４０の中央部４０
ａの裏側に取り付けられたエアバックモジュール４４を示す図、図２（ｄ）はステアリン
グ４０の中央部４０ａの裏側に非接触センサ１０のフィルム１０ａを貼り付けた構成を示
す図である。
【００３１】
　図２（ｄ）に示すように、非接触センサ１０の検出面であるフィルム１０ａを、ステア
リング４０の中央部４０ａの裏側に貼り付けることにより、ステアリング４０とエアバッ
クモジュール４４との間に非接触センサ１０を設ける。フィルム１０ａの検出面には、例
えば、銅箔などの導電体によって上述の検出電極が形成されて配設されている。これによ
り、ステアリング４０の中央部４０ａ付近で手や指を動かすことにより、ジェスチャーを
入力することができるので、ユーザは手元を見ないで前方を注視しながらでも、クラクシ
ョン４２を鳴らすためのジェスチャーを入力することが可能である。また、非接触センサ
１０のフィルム１０ａは、ステアリング４０の中央部４０ａの裏側に配置されているので
、美観を損なうことがない。非接触センサ１０のフィルム１０ａは、エアバックの展開時
には、展開時に膨張するエアバックにより容易に破断する。非接触センサ１０がエアバッ
ク展開の妨げになることはない。
【００３２】
　なお、本実施の形態では、ステアリング４０の中央部４０ａの裏側に検出電極を有する
フィルム１０ａを配置する例を示したが、検出電極の配設方法はこの例に限定されず、例
えば、図２（ｅ）に示すように、ステアリング４０の中央部４０ａの周囲にリング状の検
出電極１０ｂを配設することもできる。また、図２（ｆ）に示すように、認識したいジェ
スチャーに合わせて、複数の検出電極１０ｃを配設してもよい。このように中央部４０ａ
の周囲に検出電極を配設することについては、例えば、国際公開２０１３／２１４１４号
に開示されている技術を好適に応用し得る。
【００３３】
　図１に戻って説明を続ける。舵角検出部１２は、ドライバの操作によるステアリング４
０の舵角を検出して、ジェスチャー検知部１６に伝達する機能を有する。
【００３４】
　ジェスチャー記憶部１４は、ユーザが入力としてシステムに与える手や指の動き（ジェ
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スチャー）のパターンを記憶しておく部分である。
【００３５】
　図３は、ジェスチャー記憶部１４に記憶されたデータの例を示す図である。ジェスチャ
ーのパターンとして、「直線」「揺らぎながら直線」「回転」などが記憶されている。各
パターンに対応付けて、「音量」「音色」「指向性」という出力態様に関する３つのパラ
メータが記憶されている。例えば、ジェスチャーのパターンが「直線」である場合には、
出力態様として、音量が「移動速度の比例する大きさ」、音色が「移動速度に比例する強
さ」、指向性が「直線の方向」であることが記憶されている。なお、音色は、波形の違い
によって生じる聞こえ方の違いであり、音を構成する周波数とその強度分布によって変化
する。基本波形の２倍、３倍・・・等の高調波をより多く含めることにより、音色を強く
することができる。
【００３６】
　ジェスチャー検知部１６は、非接触センサ１０によって検出された手または指の動きの
データ（方向及び速度）を受信する。ジェスチャー検知部１６は、その動きの軌跡を舵角
検出部１２から伝達された舵角の分だけ回転することによって補正する。
【００３７】
　図４（ａ）及び図４（ｂ）は、舵角分だけ回転させる効果について理由について説明す
るための図である。図４（ａ）は、舵角が０のときの非接触センサ１０の座標系を示す図
である。ｙ軸は車両前方であり、ｘ軸はｙ軸に直交する方向である。図４（ｂ）は、ステ
アリング４０が右側に角度θ°だけ回転している状態を示している。この状態では、座標
系も右側に角度θ°だけ傾くことになる。この状態で、右θ°の方向に直線のジェスチャ
ーを行うと、非接触センサ１０は、ｙ軸に沿った直線であると認識することになる。しか
し、ユーザの意思は右θ°の方向へジェスチャーを行っているから、ステアリング４０の
舵角の分だけ、ユーザが入力した手または指の動きの軌跡を回転させる補正を行うことに
より、ステアリング４０の舵角にかかわらず、ユーザが入力したジェスチャーを適切に検
出できるようにしている。
【００３８】
　ジェスチャー検知部１６は、舵角データを用いてユーザの手または指の軌跡を補正して
ジェスチャーを特定した後、特定したジェスチャーに対応するクラクション４２の出力態
様をジェスチャー記憶部１４から読み出す。
【００３９】
　音量調節部１８は、ジェスチャー検知部１６で検知されたジェスチャーに基づき、クラ
クション４２の音量を変化させる機能を有するである。音色調節部２０は、ジェスチャー
検知部１６で検知されたジェスチャーに基づき、クラクション４２の音色を変化させる機
能を有する。指向性調節部２２は、ジェスチャー検知部１６で検知されたジェスチャーに
基づき、クラクション４２の指向性を決定する機能を有する。
【００４０】
　クラクション制御部２４は、上述の音量調節部１８、音色調節部２０、指向性調節部２
２による出力を受け取り、ユーザの入力したジェスチャー内容を反映したクラクション４
２の制御を行う機能を有する。
【００４１】
　図５は、上記に説明したクラクション発生装置１のハードウェア構成を示す図である。
クラクション発生装置１は、ＣＰＵ５０、ＲＡＭ５２、ＲＯＭ５４、通信部５８、非接触
センサ１０、舵角検出部１２がデータバスによって接続されたコンピュータによって構成
される。ＣＰＵ５０が、ＲＯＭ５４に書き込まれたプログラム５６に従って演算処理を実
行することにより、上記したクラクション発生装置１の機能が実現される。このようなプ
ログラム５６は、本発明の範囲に含まれる。
【００４２】
　図６は、クラクション発生装置１の動作を示すフローチャートである。ユーザがステア
リング４０の中央部付近で手または指を動かすと、非接触センサ１０にて手または指の動
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きを検出し、その方向及び速度を検出する（Ｓ１０）。非接触センサ１０は、検出した動
きデータをジェスチャー検知部１６に入力する。クラクション発生装置１は、舵角検出部
１２にて、非接触センサ１０にて手または指の動きを検出した際のステアリング４０の舵
角を検出する（Ｓ１２）。舵角検出部１２は、検出した舵角をジェスチャー検知部１６に
入力する。
【００４３】
　ジェスチャー検知部１６は、非接触センサ１０から入力された手または指の動きの軌跡
を、舵角検出部１２にて検出したステアリング４０の舵角の分だけ回転させて補正し、ユ
ーザが入力したジェスチャーを特定する（Ｓ１４）。続いて、ジェスチャー検知部１６は
、ジェスチャー記憶部１４に記憶されたジェスチャーのパターンに、ユーザが入力したジ
ェスチャーと一致するパターンがあるか否かを検索し（Ｓ１６）、一致するパターンがな
い場合には（Ｓ１６でＮＯ）、クラクション発生装置１は、ジェスチャー入力を検出する
ステップＳ１０に戻る。
【００４４】
　一致するパターンがある場合には（Ｓ１６でＹＥＳ）、そのパターンに対応付けられた
音量、音色及び指向性のデータを読み出す。クラクション発生装置１の音量調節部１８、
音色調節部２０及び指向性調節部２２は、読み出した音量、音色及び指向性のデータに基
づいて、クラクション４２の音量、音色及び指向性を設定する（Ｓ１８）。続いて、クラ
クション制御部２４が、クラクション４２を制御して、指定された音量、音色及び指向性
で、クラクション４２を発生させる（Ｓ２０）。
【００４５】
　図７（ａ）及び図７（ｂ）は、ユーザによって入力されるジェスチャーの例を示す図で
ある。図７（ａ）に示すように指を斜め右方向に動かした場合には、その移動速度に比例
する大きさの音量及び強さの音色で、移動方向に指向性を有するクラクション４２を発生
する。これにより、ユーザの指先の移動方向にいるクラクション対象者に対して、大きい
音量及び強い音色のクラクション４２を発生することができ、例えば、危険を知らせる警
告を発することができる。
【００４６】
　図７（ｂ）に示す方向に、手を揺らぐように動かすと、移動速度に比例する大きさの音
量及び強さの音色で、移動方向に指向性を有するクラクション４２を発生する。この場合
、手の移動速度は遅くなるので、ユーザの手の移動方向にいるクラクション対象者に対し
て、小さい音量、柔らかい音色でクラクション４２を発生することができ、例えば、交差
点や横断歩道において「待っているから先に渡ってください」という意味のメッセージと
して用いることができる。
【００４７】
　以上、第１の実施の形態のクラクション発生装置１の構成及び動作について説明した。
第１の実施の形態のクラクション発生装置１は、ステアリング４０に設けた非接触センサ
１０に対してジェスチャーを入力することにより、様々な出力態様のクラクション４２を
発生することができるという効果を有する。
【００４８】
（第２の実施の形態）
　図８は、第２の実施の形態のクラクション発生装置２の構成を示す図である。第２の実
施の形態のクラクション発生装置２の基本的な構成は第１の実施の形態と同じであり、ク
ラクション４２の出力制御の動作も第１の実施の形態と同じであるが、第２の実施の形態
クラクション発生装置２は、エアバックの展開をより安全に行うために、非接触センサ１
０にて手または指を検出している場合にはエアバックの展開を瞬間的に遅延させる構成を
備えている。具体的には、第２の実施の形態のクラクション発生装置２は、エアバック展
開指示部４６からエアバック展開制御部４８へ送信されるエアバックの展開指示を中継す
るエアバック展開指示受信部２６と、非接触センサ１０が手または指を検出している場合
に、エアバックの展開を遅延させるエアバック遅延発生部２８とを備えている。
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【００４９】
　エアバック遅延発生部２８は、エアバック展開指示受信部２６にてエアバック展開指示
を受信すると、非接触センサ１０からセンサデータを取得する。非接触センサ１０がユー
ザの手または指を検出している場合には、エアバックの展開を所定時間（例えば、数ｍｓ
～数十ｍｓ）遅延させる。
【００５０】
　図９は、第２の実施の形態のクラクション発生装置２において、エアバック展開指示に
よる割り込みが発生した際の動作を示すフローチャートである。エアバック展開指示受信
部２６にて、エアバックの展開指示を受信すると、まず、累積ディレイ時間を初期化する
（Ｓ３０）。
【００５１】
　次に、エアバック遅延発生部２８は、非接触センサ１０からのセンサデータを受信し、
非接触センサ１０がユーザの手または指を検出しているか否かを判定する（Ｓ３２）。ユ
ーザの手または指を検出していない場合には（Ｓ３２でＮＯ）、エアバック遅延発生部２
８はエアバック展開指示をエアバック展開制御部４８に送信する（Ｓ４０）。
【００５２】
　非接触センサ１０がユーザの手または指を検出していると判定された場合には（Ｓ３２
でＹＥＳ）、エアバック遅延発生部２８は所定時間待機し（Ｓ３４）、累積ディレイ時間
に所定時間を加算する（Ｓ３６）。所定時間待機した後、エアバック遅延発生部２８は、
累積ディレイ時間が限界時間に達したか否かを判定する（Ｓ３８）。累積時間が限界時間
に達していない場合には（Ｓ３８でＮＯ）、非接触センサ１０からセンサデータを受信し
て、非接触センサ１０が手または指を検出しているか否かを判定するステップＳ３２に戻
る。
【００５３】
　累積ディレイ時間が限界時間に達した場合には（Ｓ３８でＹＥＳ）、エアバック遅延発
生部２８は、エアバックの展開指示をエアバック展開制御部４８に送信する（Ｓ４０）。
つまり、累積ディレイ時間が限界時間が達した場合には、ユーザの手または指が非接触セ
ンサ１０の検出面上から無くなったか否かにかかわらず、エアバックを展開する。
【００５４】
　以上、第２の実施の形態のクラクション発生装置２について説明した。ユーザによるジ
ェスチャーの実行時にエアバックが展開されると、手または指が展開中のエアバックに衝
突するのみならず、手または指が顔面に衝突してユーザが怪我をするおそれがある。本実
施の形態によれば、手または指がエアバックの展開に干渉するおそれがあるときには、エ
アバック展開のタイミングをずらし、エアバック展開時の安全性を高めることができる。
【００５５】
（第３の実施の形態）
　図１０は、第３の実施の形態のクラクション発生装置３の構成を示す図である。第３の
実施の形態のクラクション発生装置３の基本的な構成は第１の実施の形態と同じであり、
クラクション４２の出力制御の動作も第１の実施の形態と同じであるが、第３の実施の形
態クラクション発生装置３は、ジェスチャーの認識を開始するための開始ボタン３０を有
している。開始ボタン３０は、ユーザがステアリング４０から手を離さないで操作できる
ように、ステアリング４０上に設けられていることが好ましい。
【００５６】
　開始ボタン３０は、押下されると、押下されたことをジェスチャー検知部１６に通知す
る。ジェスチャー検知部１６は、開始ボタン３０が押下されてから所定の期間内に開始さ
れたジェスチャー入力についてのみ、ジェスチャー検知の処理を行う。
【００５７】
　非接触センサ１０は常時動作しているため、ジェスチャー入力を意図しない場合であっ
ても、手または指がステアリング４０上部を通過するだけで誤動作することも考えられる
。第３の実施の形態によれば、ユーザが開始ボタン３０を押下した後にしかジェスチャー
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入力が有効にならないので、ジェスチャー入力の誤認識を防止でき、クラクション４２の
誤操作を防止することができる。
【００５８】
（第４の実施の形態）
　図１１は、第４の実施の形態のクラクション発生装置４の構成を示す図である。第４の
実施の形態の基本的な構成は、第３の実施の形態のクラクション発生装置３と同じである
が、第３の実施の形態においては、ジェスチャー入力の開始を開始ボタン３０の押下によ
って指示する構成であったのに対し、第４の実施の形態では音声認識によって指示する構
成を採用している点が相違する。また、第４の実施の形態のクラクション発生装置４は、
ジェスチャー入力の開始のために発した言葉によって、クラクション４２の出力態様を変
える構成を採用している。
【００５９】
　第４の実施の形態のクラクション発生装置４は、ユーザが発した音声を認識して言葉に
変換する音声認識制御部３２を備えている。音声認識制御部３２は、認識したデータをジ
ェスチャー検知部１６に入力する。
【００６０】
　ジェスチャー検知部１６は、非接触センサ１０にて検出した動きのデータと、音声認識
制御部３２にて認識したデータ（言葉のデータ）とに基づいてクラクション４２の出力態
様を決定する。そのために、ジェスチャー記憶部１４には、ジェスチャー開始音となる言
葉のデータも含まれている。
【００６１】
　図１２は、第４の実施の形態のジェスチャー記憶部１４に記憶されたデータの例を示す
図である。ジェスチャー記憶部１４には、ジェスチャーパターンに加えて、ジェスチャー
開始音のデータが記憶されている。ジェスチャー開始音のデータとしては、例えば、「危
ない！」「ありがとう」等などが記憶されている。
【００６２】
　ジェスチャー検知部１６は、非接触センサ１０から入力されたジェスチャーと、音声認
識制御部３２にて認識した言葉のデータとに基づいて、クラクション４２の出力態様を決
定する。例えば、ジェスチャー検知部１６は、ジェスチャーパターンが同じ直線であった
としても、「危ない！」の言葉とともにジェスチャーが入力された場合には、音量「５」
、音色「５」で警告としてのクラクション４２の出力態様を設定するのに対し、「ありが
とう」の言葉とともにジェスチャーが入力された場合には、音量「３」、音色「３」で柔
らかい音色でお礼としてのクラクション４２の出力態様を設定する。なお、図１２に示す
ジェスチャー記憶部１４に記憶されたジェスチャーパターンにおいて、「静止」とは、検
出された手や指が一定時間動かないことを意味し、例えば、手をかざした場合がこれに当
たる。
【００６３】
　図１３は、第４の実施の形態のクラクション発生装置４の動作を示すフローチャートで
ある。第４の実施の形態のクラクション発生装置４は、音声認識制御部３２にて音声認識
を行い、認識した音声のデータをジェスチャー検知部１６に入力する。
【００６４】
　ジェスチャー検知部１６は、入力された音声データに一致する音声データがジェスチャ
ー記憶部１４に記憶されているか否かを判定し、ジェスチャーの認識開始の音声が入力さ
れたか否かを判定する（Ｓ５０）。ジェスチャーの認識開始の音声があった場合には、ジ
ェスチャー検知部１６は、非接触センサ１０からのセンサデータに基づいて、非接触セン
サ１０が手または指を検出したか否かを判定する（Ｓ５２）。非接触センサ１０が手また
は指を検出しない場合には（Ｓ５２でＮＯ）、ジェスチャー検知部１６は、所定時間が経
過したか否かを判定する（Ｓ５４）。所定時間経過していないと判定された場合には（Ｓ
５４でＮＯ）、非接触センサ１０が手または指を検出したか否かを判定するステップＳ５
２に戻る。所定時間経過した場合には（Ｓ５４でＹＥＳ）、ジェスチャー入力がなされな
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かったと判定し、ジェスチャーの認識開始の音声が入力されたか否かを判定するステップ
Ｓ５０に戻る。ここで、所定時間は、ジェスチャー入力の開始音を検出してからのジェス
チャー入力の有効期間である。
【００６５】
　非接触センサ１０が手または指を検出した場合には（Ｓ５２でＹＥＳ）、クラクション
発生装置４は、舵角検出部１２にて、非接触センサ１０にて手または指の動きを検出した
際のステアリング４０の舵角を検出する（Ｓ５６）。舵角検出部１２は、検出した舵角を
ジェスチャー検知部１６に入力する。
【００６６】
　ジェスチャー検知部１６は、非接触センサ１０から入力された手または指の動きの軌跡
を、舵角検出部１２にて検出したステアリング４０の舵角の分だけ回転させて補正し、ユ
ーザが入力したジェスチャーを特定する（Ｓ５８）。続いて、ジェスチャー検知部１６は
、ジェスチャー記憶部１４に記憶されたジェスチャーのパターンに、ユーザが入力したジ
ェスチャーと一致するパターンがあるか否かを検索し（Ｓ６０）、一致するパターンがな
い場合には（Ｓ６０でＮＯ）、クラクション発生装置１は、ジェスチャーの認識開始の音
声が入力されたか否かを判定するステップＳ５０に戻る。
【００６７】
　一致するパターンがある場合には（Ｓ６０でＹＥＳ）、ジェスチャー入力開始時に入力
された音声と、ユーザが入力したジェスチャーに対応付けられた音量、音色及び指向性の
データを読み出す。クラクション発生装置４の音量調節部１８、音色調節部２０及び指向
性調節部２２は、読み出した音量、音色及び指向性のデータに基づいて、クラクション４
２の音量、音色及び指向性を設定する（Ｓ６２）。続いて、クラクション制御部２４が、
クラクション４２を制御して、指定された音量、音色及び指向性で、クラクション４２を
発生させる（Ｓ６４）。
【００６８】
　第４の実施の形態のクラクション発生装置４は、音声認識制御部３２にて認識した音声
が所定の言葉である場合に、ジェスチャーの認識を開始するので、第３の実施の形態と同
様に、ジェスチャー入力の誤認識を防止でき、クラクション４２の誤操作を防止すること
ができる。
【００６９】
　また、音声によってジェスチャーの認識を開始させる構成により、ジェスチャー入力を
迅速に行える。例えば、危険が急迫しているときに、とっさに「危ない！」と叫びながら
ジェスチャーを入力することで、クラクション４２を鳴らすことができる。
【００７０】
　また、第４の実施の形態のクラクション発生装置４は、非接触センサ１０で入力された
手または指の動きに加えて、音声認識制御部３２にて認識した音声の内容に応じて、クラ
クション４２の出力態様を決定するので、より多くの出力態様に対応することができる。
クラクション４２の出力態様の種類が決まっている場合には、ジェスチャーの判定基準と
して、違いの大きいジェスチャーを用いることができ、ジェスチャーの判定を適切に行う
ことができる。図１２に示すように、「危ない！」と「ありがとう」の音声によって出力
態様を変えることにより、例えば、第１の実施の形態で説明した「直線」のジェスチャー
と「揺らぎながら直線」のジェスチャー（図３参照）のような微妙な違いを区別する必要
がなくなるので、ジェスチャーの認識の精度を高めることができる。
【００７１】
　第４の実施の形態では、ジェスチャー入力の開始音があったときに、ジェスチャー入力
の開始を受け付ける構成について説明したが、ジェスチャー入力の開始音とジェスチャー
入力は前後してもよい。例えば、ジェスチャー開始音の認識前の所定期間において入力さ
れたジェスチャーを有効なものとして検知してもよい。これにより、ジェスチャーを入力
しながら開始音を発する場合などにも、適切にジェスチャーを認識することができる。
【００７２】
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（第５の実施の形態）
　上記した第１乃至第４の実施の形態においては、クラクション発生装置について説明し
たが、本発明の乗物用入力装置は、クラクション発生装置に限らず、他の用途に使用する
ことも可能である。
【００７３】
　例えば、一つの実施の形態として、クルーズコントロールのパラメータ制御への応用が
考えられる。これは、自動走行中の車両挙動の微修正をステアリング上のジェスチャーで
実現するものである。
【００７４】
　図１４（ａ）及び図１４（ｂ）は、ユーザによって入力されるジェスチャーの例を示す
図である。図１４（ａ）示されるように、手のひらを前に向けて前後に動かすと、前方車
両との距離を取るようにクルーズコントロールに働きかける。図１４（ｂ）に示すように
、手のひらを右に向けて左右に振ると、右の車と距離を取るようにクルーズコントロール
を調整するなどの制御が考えられる。
【００７５】
　また、ジェスチャーにしたがって、自車両の発光部を任意のパターンで発光させる機能
を実装してもよい。これによって、クラクションの場合と同様に、発光部を他車両、歩行
者とのコミュニケーション手段として用いることができる。
【００７６】
　さらに、ジェスチャーによって、任意の方向に通信メッセージを送信する通信機能の制
御方法を実装してもよい。ジェスチャーの種類・入力速度にしたがって、感謝や注意を促
す情報を即席に発信できるコミュニケーション手段として用いることができる。通信方法
として、端末間で直接メッセージを送受信する方法（Ｐ２Ｐ）、またはセンターを介する
方法のどちらも使用することができる。
【００７７】
　以上、本発明のクラクション発生装置及び乗物用入力装置について、実施の形態を挙げ
て詳細に説明したが、本発明のクラクション発生装置及び乗物用入力装置は、上記した実
施の形態に限定されるものではない。
【００７８】
　上記した実施の形態では、ユーザからのジェスチャー入力を受け付ける手段として非接
触センサ１０を例として説明したが、センサは必ずしも非接触である必要はなく、接触式
のセンサを用いることも可能である。
【００７９】
　上記した第３及び第４の実施の形態では、ユーザからの開始ボタンの押下または音声メ
ッセージを受けてジェスチャーの入力を開始する例について説明したが、入力開始のトリ
ガーとして、別の手段を用いてもよい。例えば、赤外線レーダーやミリ波レーダーなどを
用いて前方走行車、対向車、あるいは歩行者が近くにいるかどうかを判定し、車両や歩行
者などが近くにいる場合にクラクションの入力を開始することとしてもよい。これにより
、ユーザの手や指が意図せずしてステアリングの中央部付近を通過してしまったときのク
ラクションの誤動作を有効に防止できるとともに、他の車両や歩行者が近くにいるといっ
たクラクションが必要な状況においては、開始の合図がなくてもジェスチャー入力するだ
けでクラクションを出力することができる。
【００８０】
　また、上記した実施の形態においては、非接触センサをステアリングに設け、手または
指の動きに応じてクラクションの出力態様を変えて出力する例について説明したが、非接
触センサは、ステアリングに限らず、運転中のドライバが容易に手をかざすことができる
ダッシュボードやセンターコンソールなどに設けてもよい。これにより、運転中に、前方
から目を逸らさずに、クラクションの操作を行うことができる。また、非接触センサによ
る入力手段を、クラクションに限らず、その他の車載機器を操作するために用いてもよい
。
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【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明は、ステアリングに設けられた物体検出センサに対して、手または指によるジェ
スチャーによって指示を入力することにより、クラクションをオン・オフするだけではな
く、その出力態様を制御することができるという効果を有し、自動車に搭載する装置とし
て有用である。
【符号の説明】
【００８２】
１～４　クラクション発生装置
１０　非接触センサ
１２　舵角検出部
１４　ジェスチャー記憶部
１６　ジェスチャー検知部
１８　音量調節部
２０　音色調節部
２２　指向性調節部
２４　クラクション制御部
２６　エアバック展開指示受信部
２８　エアバック遅延発生部
３０　開始ボタン
３２　音声認識制御部
４０　ステアリング
４２　クラクション
４４　エアバックモジュール
４６　エアバック展開指示部
４８　エアバック展開制御部
５０　ＣＰＵ
５２　ＲＡＭ
５４　ＲＯＭ
５６　プログラム
５８　通信部
６０　バス
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